
　　　　令和４年１０月６日（木）

公益を代表する委員 出席　　３　名 定員　　３　名

労働者を代表する委員 出席　　３　名 定員　　３　名

使用者を代表する委員 出席　　３　名 定員　　３　名

　　（１）山形県一般機械器具等製造業最低賃金の改正決定について

　　（２）その他

・使用者側委員から、ウクライナ危機や中国のロックダウンなどの影響で企業の経営環境が大
変厳しい状況であること。エネルギー価格の高騰に加えて、部材価格の上昇も深刻な状況にあ
り、国や経済団体などが再三にわたって取引の適正化を働きかけているが、県内では下請けの
中小零細企業が価格転嫁できない現状は何ら変わっていない。企業存続と、雇用確保に深刻な
影響が出かねないことを危惧しており、厳しい状況であることを認識いただきたいなどと意見
が述べられた。

・公使、公労の個別協議を行い、労働者側から３９円、使用者側から１５円引上げの提示が
あった。

令和４年度山形地方最低賃金審議会
第２回一般機械器具等製造業最低賃金専門部会　議事要旨

自　　午後３時００分　　　　　　

至　　午後４時２０分　　　　　　

・労働者側委員から、最近の物価上昇で最低賃金近傍で働く労働者の生活がひっ迫しているこ
とや県内の労働力不足等について意見が述べられた。引上げ額については、地域別最低賃金や
物価上昇率、連合のリビングウェイジから総合的に判断するなどと意見が述べられた。

開　催　日　時

出　席　状　況

議　　　　　事

議　事　要　旨

（１）山形県一般機械器具等製造業最低賃金の改正決定について


